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　近年の宮崎県における口蹄疫や全国各地での高病原性鳥
インフルエンザの発生を踏まえて、家畜伝染病予防法が改
正され、家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため、平成
23 年より家畜や家禽の所有者は、毎年１回、飼養している
家畜や家禽の頭羽数および飼養衛生管理の状況について報
告が必要となりました。

　なお、小規模飼養者は家畜の種類と頭羽数のみの報告とな
ります。
　小規模飼養者とは、　　　　　　　　　　　　　
　　●牛、水牛、馬　…１頭
　　●鹿、羊、山羊、豚、いのしし　…５頭以下
　　●鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、
　　　あいがも　…99 羽以下
　　●だちょう　…９羽以下　

◆報告期限　３月６日㈫
◆提出場所　農林課または各総合支所、出張所
※報告書の様式につきましては、役場農林課までお問い合
わせください。または農林水産省のホームページ「家畜伝
染病予防法の改正について」からもダウンロードできます。

◆ 問い合わせ　農林課（農林振興班）　☎ 0820（79）1002
　　　　　　　 東部家畜保健衛生所　☎ 0820（22）2416
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義務化されています

　

▼犬を飼い始めたら
　生後 91 日以上の犬を飼い始めた
方は、町へ登録をしてください。

（登録には手数料 3,000 円が必要です。）
▼犬の登録内容に変更があるとき
①犬が死んだ場合
　町へ死亡届を提出してください。
②町内に犬が転入した場合
　前の自治体で交付された「犬の鑑札」や「狂
犬病予防注射済票」、「狂犬病予防注射の案内は
がき」を持参して、町で手続きをしてください。
③町外へ犬が転出した場合
　転出先自治体の犬を担当する課に「犬の鑑札」
などを提出して手続きをしてください。
④飼い主が変わったり住所変更した場合など
　町で変更の手続きをしてください。
▼狂犬病予防注射について
　生後 91 日以上の犬は、毎年 1 回の「狂犬病
予防注射」が義務付けられています。
　4 月の集合注射時または、お近くの動物病院
で接種し、町へ届出てください。

（狂犬病予防注射済票の交付には手数料 550 円
が必要です。）
※集合注射のご案内は３月の広報にて行います。

問い合わせ　生活衛生課
☎ 0820（79）1010

《対象家畜》牛、水牛、馬、鹿、羊、山羊、豚、いのしし
《対象家禽》鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、

　　　　　ほろほろ鳥、七面鳥、 あいがも

　周防大島町で「埋立ごみ」といえば、主にガラス類や陶器類、鏡などだよ。ライター（100
円ライター含む）、電球、グロー球も「埋立ごみ」の仲間だよ。ライターは引火する危険性が
あるから、必ず使い切ってから「埋立ごみ」に出してね。
　それから、化粧品や農薬などのガラスビンも「埋立ごみ」だよ。食べ物や飲み物など（人
の口に入るもの）が入っていたものだけが「空ビン」に区分されるから間違えないでね。
　ガラス類や陶器類というと食器が多いけど、プラスチック製のものは、「その他プラスチッ
ク（他プラ）」に分別しないといけないよ。植木鉢も同じことが言えるね。材質をしっかり見
極めて分別することが大切だよ。
　ガラス類や陶器類は、割れていても新聞紙で包んだりビニール袋に入れたりしないでね。
中身を確認するときにけがをする恐れがあるから、そのまま町指定の「埋立ごみ収集袋」（ベージュ色の麻袋）に
入れてね。新聞紙やビニール袋は「燃やせるごみ」に分別してね。町指定の「埋立ごみ収集袋」は、繰り返し使
えるから、必ず名前を書いて大切に使ってね。

ごみの出し方講座 「 埋 立 ご み 」 に つ い て

みかんちゃんの

■問い合わせ　生活衛生課　☎０８２０（７９）１０１２

●「埋立ごみ」は、主にガラス類、陶器類。鏡やライター、電球なども「埋立ごみ」。
●  新聞紙やビニール袋で包まないで、町指定の「埋立ごみ収集袋」に直接入れる。
●「埋立ごみ収集袋」は、必ず名前を書いて、繰り返し使う。

今回のポイント！

犬を飼われる皆さまへ


